
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １町以外すべての自治体 

が名簿提供をしている大阪

でも自治体アンケートに取り

組みました。大阪府知事の通

達１つで何の疑問も持たず、  
大阪から連帯の言葉 

 
提供を続けていくという回答

に、大阪でも運動を作ってい

かねばと思いました。自治体

への要請も、ＲＹＵ裁判は私

達にとっても闘いの場であり、

学びの場です。 
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2025 年 10 月 15 日 第10 号 

「RYU 裁判を支援する会」のＨＰにアクセスを! 

 

 

自
衛
隊
名
簿
提
供
違
憲
訴
訟
（
Ｒ
Ｙ
Ｕ
裁
判
） 

第
六
回 

口
頭
弁
論 

 

 

９
月
２２

日
、
自
衛
隊
名
簿
提
供

違
憲
訴
訟
（
Ｒ
Ｙ
Ｕ
裁
判
）
の
第
六

回
口
頭
弁
論
が
奈
良
地
裁
１
０
１

大
法
廷
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
前
回
、

前
々
回
に
続
い
て
６７

席
あ
る
１
０

１
大
法
廷
の
傍
聴
席
は
原
告
の
支

援
者
で
ほ
ぼ
満
席
と
な
り
ま
し
た
。

今
回
も
東
京
や
大
阪
、
滋
賀
県
な

ど
か
ら
の
傍
聴
が
あ
り
ま
し
た
。  

 

佐
藤
博
文
弁
護
士
が
陳
述 

 

原
告
弁
護
団
の
佐
藤
博
文
弁
護

士
（
北
海
道
合
同
法
律
事
務
所
）
は 

提
出
し
た
膨
大
な
第
８
準
備
書
面

自
衛
官
の
本
質
と
実
態
は
憲
法
と
相
容
れ
な
い 
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●佐藤博文弁護士による自衛官の生々

しいお話は、これが「現実」だと思い知

らされました。しかし、募集の際には

「きれいこと」ばかりで、若者たちに

「嘘」をついている。佐藤弁護士の鋭

い指摘は、必ずや裁判官の心を動か

すことでしょう。 
 

報告集会参加者の 

アンケートから 
 
●理論、弁論、世論の大切なこと、自分

一人の力は弱いですが、しっかり学習

しできることを見つけて、少しでも運動

に参加したいと思います。 

●佐藤先生のミニ講演では、いつも新た

な気づきをいただいています。自衛隊

の実態は驚くことばかりです。 

●今日の裁判がヤマ場でなく、伝えたい

ことは全て伝えきるまでやりましょう。 

●弁護士の先生方の発言は、いろいろ

な観点から見られてとても勉強になり

ます。 

と
諸
資
料
に
も
と
づ
い
て
そ
の
要
旨

に
つ
い
て
意
見
陳
述
。
自
衛
官
の
職

務
の
本
質
と
実
態
を
明
ら
か
に
し
、

憲
法
９
条
や
１３

条
と
相
容
れ
な
い

と
主
張
し
ま
し
た
。
一
方
、
被
告
側

の
国
と
市
の
弁
護
団
は
、
こ
れ
に
反

論
し
な
い
姿
勢
を
示
し
ま
し
た
。 

閉
廷
後
に
教
育
会
館
で
行
わ
れ

た
報
告
集
会
に
は
、
会
場
と
オ
ン
ラ

イ
ン
合
わ
せ
て
約
70

人
が
参
加
し

ま
し
た
。 

 

戦
争
す
る
兵
士
と
し
て
訓
練 

 

報
告
集
会
で
佐
藤
博
文
弁
護
士

が
ミ
ニ
講
演
を
行
い
、
自
衛
官
は
人

権
を
尊
重
せ
ず
戦
争
す
る
兵
士
と

し
て
の
訓
練
を
受
け
て
い
る
実
態

を
詳
細
に
告
発
。 

隊
内
で
暴
力
・
パ
ワ
ハ
ラ
が
横
行

し
防
衛
省
が
事
例
ご
と
に
類
型
化

し
た
指
標
で
は
「
平
手
打
ち
、
足

を
踏
み
つ
け
る
」
等
は
「
軽
微
な
場

合
」
と
す
る
な
ど
市
民
常
識
か
ら

か
け
離
れ
て
い
る
と
指
摘
し
ま
し

た
。 弁

護
団
は
「
９
条
論
が
大
事

だ
」
と
裁
判
を
通
じ
て
世
論
を
変

え
る
運
動
を
呼
び
か
け
ま
し
た
。 

自衛官に人権の尊重はない職場構造 

憲法９条２項と１３条は不可分一体 

 

22 
／ 

9 月 22 日の第 6 回口頭弁論後の報告集会で第 8

準備書面のポイントを佐藤博文弁護士がミニ講演 

１５

時
１０

分
か
ら
教
育
会
館
（
予
定
）
で 

報
告
集
会
を
行
い
ま
す
。 

 

 

＊
１３

時
３０

分
か
ら
傍
聴
受
付 

《
Ｒ
Ｙ
Ｕ
裁
判
》
次
回
の 

 
 
  
  
 
  

 
 

 

１１
月
１７
日(

月)

１４
時

３０
分
～ 

   
 

奈
良
地
裁
１
０
１
大
法
廷 

 
 
 
 
 
  
  
   

 

第
七
回
口
頭
弁
論
は  

◆勇気ある行動、ありがとうございます。共に

闘いたいと思います。 

◆個人情報を守るたたかいの先頭に立って

おられることをすばらしいと思います。  
RYU さんへの 

                 激励の言葉 
 
◆一人ひとりの人としての尊厳が守られる社

会のために、私もがんばりたいと思います。 

◆憲法を礎にして、これからも RYU さんと共

に歩んでいくつもりです。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
自衛隊名簿提供違憲訴訟 原告第８準備書面 

―自衛官の職務の本質と実態及びその憲法適合性― の要旨の要約 
 

本書面は、自衛官の職務の本質と自衛隊の実態、そしてそれらが憲法と両立し得るかを、法的・

倫理的・社会的な観点から明らかにすることを目的としています。 

原告は、自衛隊が国際法上の正規軍であり、憲法９条２項が明確に禁止する「戦力」に該当する

違憲の存在であると主張しています。構成員である自衛官は、国家の命令の下で命を賭して敵を殺

傷する「賭命義務」を負う戦闘員であり、その職務の本質は「武力の行使」にあります。自衛官の存

在は、憲法１３条が保障する個人の尊厳や生命の不可侵と根本的に矛盾しており、人格権の放棄を

前提とした職務構造は、民主的憲法秩序と相容れないものです。 

自衛隊は、戦闘規律を基礎とする絶対的な上下関係に支えられた組織であり、上命下服の原則

のもと、平時の生活においても戦時と同様の軍紀が適用されています。そのため、自衛隊では暴力、

パワーハラスメント、セクシャルハラスメントが構造的に蔓延し、人権侵害が日常的に生じています。  

防衛省が通達で懲戒処分の基準を細かく定めるに至ったこと自体、問題の深刻さを示していま

すが、上官への不服従が最も重い処分とされていることは、命令への絶対服従がこの組織の本質

であることを物語っています。さらに、防衛大学校も文科省所管の大学ではなく自衛隊の附属機関

として運営され、学生は入学と同時に「兵士」としての教育訓練を受け、賭命義務と軍紀の原理を身

につける制度になっています。 

本書面ではまた、戦争や軍隊が人間の尊厳を破壊する非人間的制度であることを哲学者バート

ランド・ラッセルの言葉を引用して論じています。ラッセルは「愛国者は祖国のために死ぬことを語る

が、人を殺すことを語らない」と述べました。戦争とは殺人であり、兵士の職務とはその制度化された

殺人を実行することです。 

自衛官は、国家のために命を賭し、他者を殺す決意を日常的に訓練させられる存在です。訓練や

精神教育の中で死生観の従属が求められ、コンバット・ストレスや戦争トラウマに苦しむ者も多くい

ます。こうした現実を隠したまま、自衛隊が「災害派遣で人を助けたい」「世界で活躍したい」といっ

た夢や希望を前面に掲げて未成年者を勧誘することは、極めて不誠実であり、社会的にも倫理的に

も問題です。 

地方自治体が、個人の同意もなく住民情報を自衛隊に一括提供することは、目的・方法のいずれ

の点から見ても合理性を欠いています。そもそも戦前、兵籍簿や住民台帳は国家総動員体制の基

礎となり、国民を戦場や労働に徴用する手段でした。その反省に立って戦後憲法は地方自治を制度

化し、国家による個人支配の再発を防いだのです。にもかかわらず、自治体が再び自衛隊に名簿を

提供する行為は、戦前の軍国主義的体制を想起させ、憲法の理念を根底から揺るがすものです。 

自衛官の存在は、憲法９条と１３条の双方の観点から許されず、この二つの条文は「戦争の否

定」と「個人の尊厳の保障」という一体の原理として理解されるべきです。自衛隊は、軍隊としての

実態を持ちながら国民の監視が届かない「ブラックボックス」と化しており、その中で人権侵害が拡

大しています。本件は、こうした違憲構造が自治体による個人情報の提供を通じて顕在化したもの

であり、戦後日本の平和主義と立憲主義の根幹を問う極めて重大な事件であるといえます。 

「
第
８
準
備
書
面 

要
旨
」 

の 

＊
原
告
弁
護
団
の
「
第
８
準
備
書
面
」
は
自
衛
官
の
職
務
の
本
質
と
実
態
及
び
そ
れ
ら
の
違
憲
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。 

原
告
弁
護
団
の
精
鋭
弁
護
士
（
13

人
）
に
よ
る
叡
智
の
結
晶
で
す
。法
廷
の
外
で
の
た
た
か
い
で
も
大
い
に
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。 

＊上記の文章は、第８準備書面の「要旨」のさらに要約

ですが、第８準備書面の全文（７４ページ）および「資
料」（４ページ）、「証拠証書」の甲５０～１０７（計８４７
ページ）は「自衛隊名簿提供違憲訴訟を支援する会」
のＨＰにアップされています。 

 
 

支援する会のHPの 
   QR コード 

引き続き RYU裁判支援募金のご協力をよろしくお願いします。 
《裁判支援募金の送金先》  郵便振替 ００９２０-７-１８２３１《加入者名》奈良県平和委員会 

＊「裁判支援募金」と記載して下さい。 


